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第１章 計画の基本的事項 

   １ 計画策定の趣旨 

 本計画は、国や道が示す基本指針や障がい者計画に即して、障がい者の自立

や社会参加に向けた支援、障がい福祉サービスや地域生活支援事業等の種類、

利用量確保の施策の基本的方向性を定めるものです。 

本町においては、平成１８年３月に美深町障がい者福祉計画（第１期：平成

１８～２０年度、第２期：平成２１～２３年度、第３期：平成２４～２６年度、

第４期：平成２７～２９年度、第５期：平成３０～令和２年度）を作成し、令

和２年度までの本町における障がい福祉施策を進めてきました。 

今回の第６期計画においては、第５期計画の進捗状況等の分析・評価を行う

とともに、課題の整理や障がい者のニーズを把握することで、令和５年度まで

の本町における障がい福祉施策の基本的方向性を定めるものです。 

 

２ 計画の性格・位置づけ 

本計画は、障害者基本法に基づき、市町村が実情に応じて障がい者の自立や

社会参加の支援の施策を定める「市町村障害者計画」と、障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援する法律（障害者総合支援法）に基づき、市町村に

おいて必要な障がい福祉サービス、地域生活支援事業等の種類や利用見込量の

確保を図るための施策を定める「市町村障害福祉計画」、児童福祉法に基づき、

市町村において障がい児支援の環境整備等の施策を定める「市町村障害児福祉

計画」の３つの計画を一体的に策定します。 

また、本計画については、上位計画である第６次美深町総合計画（令和３～

１２年度）、関連する計画である美深町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計

画、美深町子ども子育て支援事業計画などと整合性を図りながら推進していき

ます。 

 

３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間とします。 

なお、制度改正等により、計画期間中に本計画を見直すことがあります。 
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４ 計画の作成体制 

計画作成にあたっては美深町障がい者福祉計画等作成委員会を設置し、幅広い

分野の方から意見をいただき、美深町障がい者自立支援協議会においても、町内

の障がい福祉関係担当者と協議し、計画作成を進めてきました。また、障がい者

ご本人やその家族の方、直接支援を行っている障がい者支援施設や高等養護学校

からも意見をいただき、地域の実情に即した計画となるよう努めました。 

    

５ 計画の基本理念・基本目標 

この計画は、障がいのある人もない人も共に安心して地域で生活する「ノーマ 

ライゼーション」と、障がい者が社会的・経済的に普通の生活を営むことができ

るよう援助する「リハビリテーション」を基本理念とし、その実現のために４つ

の目標に沿った施策の体系化を図り総合的に推進していきます。 

 

 計画の基本目標 

（１）障がい者施策の総合的推進体制の充実 

（２）地域での支援体制の充実 

（３）地域生活の基盤確保 

（４）ライフサイクルにおける個人支援体制の充実 

    年度 

計画名 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4 5 

国の障害者 

基本計画 
第１次 第２次 第３次 第４次 

第

５

次 

北海道障がい

福祉計画 
第１期 第２期 第３期 第 4期 第５期 第６期 

美深町総合計画 
第４次 

（Ｈ13～22） 
第５次（Ｈ23～Ｒ2） 

第６次 

（R３～） 

美深町障がい

者福祉計画 
第１期 第２期 第３期 第 4期 第５期 第６期 

 
美深町障がい

者計画 
第１期 第２期 第３期 第 4期 第５期 第６期 

 
美深町障がい

福祉計画 
第１期 第２期 第３期 第 4期 第５期 第６期 

 
美深町障がい

児福祉計画 
― ― ― ― 第１期 第２期 


